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 広島県水道広域連合企業団の設立に伴う関係条例の整理に関する条例案を次の

ように提出する。 

 

 

  令和５年２月２４日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   広島県水道広域連合企業団の設立に伴う関係条例の整理に関する条 

例（案） 

 

 （三次市水道事業の設置等に関する条例等の廃止） 

第１条 次に掲げる条例は，廃止する。 

 ⑴ 三次市水道事業の設置等に関する条例（平成１６年三次市条例第２４４号 

  ） 

 ⑵ 三次市上水道施設分担金条例（平成１６年三次市条例第２４６号） 

 ⑶ 三次市水道事業給水条例（平成１６年三次市条例第２４７号） 

 ⑷ 三次市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（

平成２４年三次市条例第３５号） 

 ⑸ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に基づく専用水道の整理に関する条例（平成２５

年三次市条例第１１号） 

 （三次市職員定数条例の一部改正） 

第２条 三次市職員定数条例（平成１６年三次市条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。 



  第２条中「，水道事業」を削る。 

  第３条第１号中「１，０６７人」を「１，０９２人」に改め，同条中第２号

を削り，第３号を第２号とし，第４号から第９号までを１号ずつ繰り上げる。 

 （三次市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 三次市職員の給与に関する条例（平成１６年三次市条例第７０号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第３中 

 「 

７級 

部長の職務 

事務部長の職務 

局長の職務 

監の職務 

支所長の職務 

」を 

 「 

７級 

部長の職務 

事務部長の職務 

監の職務 

支所長の職務 

」に改める。 

（三次市水道事業職員及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正） 

第４条 三次市水道事業職員及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例（平成１６年三次市条例第２４５号）の一部を次のように改正する。 

  題名中「水道事業職員及び」を削る。 

  第４条中「水道事業及び」を削る。 

 （三次市情報公開条例の一部改正） 

第５条 三次市情報公開条例（平成１８年三次市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１号中「水道事業及び」を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 


